
沼田市電子地域通貨tengooの加盟店が購入するスマートフォンまたはタブレット型
端末の購入費用1台につき最大２万円（購入費用が上限。最大３台５万円まで）を助成し

ます。

沼田市地域通貨加盟店スマートフォン等購入費助成金について

申請期間 令和４年４月１日（金）～１２月２８日（水）（予算額に達し次第終了）

対象者

次の全ての条件を満たす事業者が対象です。
① 申請時にtengoo加盟店として登録された店舗を有する加盟事業者である者
② 市税等を滞納していない者（徴収が猶予されているものは除きます。）
③ 沼田市暴力団排除条例（平成２４年条例第２１号）第２条に規定する暴力団

又は暴力団員でない者
④ この助成金が交付決定された時点で加盟店アプリを対象端末にインストール

し、地域通貨カード版が利用できる加盟店となることに同意した者（交付決
定通知後に沼田市が切り替え作業を実施します。）

助成対象費用
令和４年４月１日（金）以降に購入したスマートフォンまたはタブレット型端
末（以下「対象端末」といいます。）の本体購入費用が助成対象費用です。

助成金額

① 対象端末の本体購入費用が、助成対象費用の限度額で、１台につき最大２万
円までを助成します。

② 加盟店１店舗につき、最大３台５万円までを助成します。

（例１）次の３台を購入した場合、助成金額は４万円です。
１台目：１万円のスマートフォン→助成金額は１万円
２台目：１万円のスマートフォン→助成金額は１万円
３台目：１０万円のタブレット→助成金額は２万円
３台分の助成金額を合計して４万円が助成金額になります。

（例２）次の３台を購入した場合、助成金額は５万円です。
１台目：５万円のスマートフォン→助成金額は２万円
２台目：５万円のスマートフォン→助成金額は２万円
３台目：１０万円のタブレット→助成金額は２万円
３台分の助成金額を合計すると６万円ですが、５万円が上限金額のため、５万円が助成金額になります。

※ ポイント値引きがある場合は、ポイント値引き後の金額が助成対象費用です。
※ 本体購入費用以外（通信料、アクセサリー、サイト加入料等）は助成対象外です。
※ １事業者で２カ所以上の加盟店を登録している場合、それぞれの加盟店で申請できます。

交付申請の
方法

① 市産業振興課の窓口や市ホームページで入手できる「沼田市地域通貨加盟店
スマートフォン等購入費助成金交付申請書兼請求書」に必要事項をご記入く
ださい。

② 対象端末に裏面を参照の上「加盟店アプリ」をインストールし、加盟店登録
時にお送りしたID、パスワードでアプリにログインしてください。（IDや
パスワードがわからない場合は、産業振興課までお問い合わせください）

③ ①の書類と②のアプリをインストールした対象端末（申請分全て）、及び③
「所有者氏名、購入年月日、購入機種（製造業者名及び品名）、購入数量、
購入金額及び販売業者名が明記された書類の写し」をお持ちの上、市産業振
興課の窓口にお越しください。

お問い合わせ
沼田市経済部産業振興課
℡0278-23-2111（内線5005）
tengoo@city.numata.lg.jp



加盟店アプリのインストール方法

App Store Google Play

「App Store」または「Google Play」
から、アプリがインストールできるス
マホ、タブレット等をご用意ください。

各ストアの検索画面で「トラストバン
ク加盟店」で検索するか、右のQRコー
ドを読み取って、アプリをインストー
ルしてください。

加盟店アプリを開いて、ログイン画面
で「店舗コード」と「パスワード」を
入力し、「ログイン」ボタンを押して
ください。

「ログイン状態を保持する」にチェッ
クすると起動時のログイン操作が不要
になり、スムーズに決済を行うことが
できます。
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申請時に必要な書類等のチェックリスト

申請時には、次の書類等が必要になりますので、窓口にお越しの前に必ずご確認ください。

沼田市地域通貨加盟店スマートフォン等購入費助成金交付申請書兼請求書

加盟店アプリをインストールした対象端末（申請分全て）

所有者氏名、購入年月日、購入機種（製造業者名及び品名）、購入数量、購入金額
及び販売業者名が明記された書類の写し


